
 
令

和

五

年

第

六

回

臨

時

会  

   

草
津
町
議
会
臨
時
会
会
議
録 

     

草 

津 

町 

議 

会 

至 
 

令

和

五

年

十

月

十

八

日 

自 
 

令

和

五

年

十

月

十

八

日 

） 

（ 



    

令

和

五

年 

令

和

五

年 

令

和

五

年 

第
六
回
〔
十 

月
〕
臨
時
会 

第
六
回
〔
十 

月
〕
臨
時
会 

第

六

回

〔

十
 

月

〕

臨

時

会 

草

津

町

議

会

会

議

録 

草

津

町

議

会

会

議

録

 

草

津

町

議

会

会

議

録

 



    

招
集
告
示
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一 

  
 
 
 
 

第
一
号
（
十
月
十
八
日
） 

議
事
日
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三 

会
議
に
付
し
た
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三 

出
席
議
員
（
十
一
名
）
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

欠
席
議
員
（
な
し
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四 

事
務
局
職
員
出
席
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五 

開
会
及
び
開
議
の
宣
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

議
事
日
程
の
報
告
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

会
期
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六 

議
案
第
一
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七 

議
案
第
二
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八 

議
案
第
三
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九 

令

和

五

年 

第
六
回
臨
時
会 

草

津

町

議

会

会

議

録

目

次



議
案
第
四
号
の
上
程
、
説
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
一
〇 

議
案
第
五
号
の
上
程
、
説
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

議
案
第
一
号
～
議
案
第
五
号
の
委
員
会
付
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二 

付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
一
二 
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の
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討
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採
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号
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質
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採
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－1－ 

草
津
町
告
示
第
四
十
六
号 

  
 
 

第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
津
町
長 

 

黒 

岩 

信 

忠 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一
、
日 

 

時 
 
 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日 

午
前
十
時 

 

二
、
場 

 

所 
 
 
 

草
津
町
役
場 

 

三
、
議 

 

題 

 
 
 

議
案
第 

 

一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
） 

 
 
 

議
案
第 

 

二
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 
 

議
案
第 

 

三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 
 

議
案
第 

 

四
号 

工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 
 

議
案
第 

 

五
号 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て 



    

第 

一 

日 
 

十 

月 
 

十
八
日 

 

（
水
曜
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 

会 

議 



－3－ 

令
和
五
年
第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
議
事
日
程
（
第
一
号
） 

 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時
開
会 

  
 
 

第 

一 
 

開 
 

議 

 
 
 

第 

二 
 

議
事
日
程
の
報
告 

 
 
 

第 

三 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名 

 
 
 

第 

四 
 

会
期
決
定 

 
 
 

第 

五 
 

議
案
上
程 

 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
五
号 

 
 
 

第 

六 
 

議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
五
号 

委
員
会
付
託
（
別
紙
付
託
案
） 

 
 
 

第 

七 
 

休
憩
（
総
務
観
光
常
任
委
員
会
・
民
教
土
木
常
任
委
員
会
開
催
） 

 
 
 

第 

八 
 

付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
観
光
常
任
委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

民
教
土
木
常
任
委
員
長 

 
 
 

第 

九 
 

議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
五
号 

質
疑
・
討
論
・
採
決 

 
 
 

第 

十 
 

閉 
 

議 

 
 
 

第
十
一 

 

閉 
 

会 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

会
議
に
付
し
た
事
件 



－4－ 

 
 
 
 
 

議
事
日
程
に
同
じ 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

出
席
議
員
（
十
一
名
） 

 
 
 
 
 

一 
 

番 
 
 

直 
 

井 
 

新 
 

吾 
 

君 
 
 
 
 
 

二 
 

番 
 
 

安 
 

齋 
 
 
 
 

努 
 

君 

 
 
 
 
 

三 
 

番 
 
 

有 
 

坂 
 

太 
 

宏 
 

君 
 
 
 
 
 

四 
 

番 
 
 

市 
 

川 
 

祥 
 

史 
 

君 

 
 
 
 
 

五 
 

番 
 
 

安 
 

井 
 

尚 
 

弘 
 

君 
 
 
 
 
 

六 
 

番 
 
 

小 
 

林 
 

純 
 

一 
 

君 

 
 
 
 
 

七 
 

番 
 
 

金 
 

丸 
 

勝 
 

利 
 

君 
 
 
 
 
 

八 
 

番 
 
 

上 
 

坂 
 

国 
 

由 
 

君 
 

 
 
 
 
 

九 
 

番 
 
 

湯 
 

本 
 

晃 
 

久 
 

君 
 
 
 
 
 

十 
 

番 
 
 

黒 
 

岩 
 
 
 
 

卓 
 

君 

 
 
 
 
 

十 

一
番 

 
 

宮 
 

﨑 
 

謹 
 

一 
 

君 

 
 
 

欠
席
議
員
（
な
し
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 
 
 

町

長 
 

黒 

岩 

信 
忠 

君 
 
 
 
 

副

町

長 
 

福 

田 

隆 

次 

君 

 
 
 
 

教

育

長 
 

富 

澤 

勝 

一 
君 

 
 
 
 

総

務

課

長 
 

石 

坂 

恒 

久 

君 

 
 
 
 

企

画

創

造

課

長 
 

田 

中 
 
 

浩 

君 
 
 
 
 

税

務

課

長 
 

熊 

川 

一 

記 

君 

 
 
 
 

住

民

課

長 
 

堀 

田 

高 

史 

君 
 
 
 
 

観

光

課

長 
 

宮 

﨑 

健 

司 

君 

 
 
 
 

健

康

推

進

課

長 
 

和 

田 
 
 

修 

君 
 
 
 
 

福

祉

課

長 
 

中 

澤 

一 

夫 

君 

 
 
 
 

土

木

課

長 
 

川 

島 

和 

武 

君 
 
 
 
 

生

活

環

境

課

長 
 

宮 

﨑 

雄 

一 

君 

 
 
 
 

会

計

管

理

者 
 

一 

場 

礼 

子 

君 
 
 
 
 

上

下

水

道

課

長 
 

岡 

田 
 
 

薫 

君 

 
 
 
 

こ

ど

も

み

ら

い

課

長 
 

高 

井 

洋 

一 

君 
 
 
 
 

温

泉

課

長 
 

関 
 
 
 
 

亘 

君 



－5－ 

 
 
 
 

教
育
委
員
会
事
務
局
長 

 

白 

鳥 

正 

和 

君 
 
 
 
 

ベ

ル

ツ

こ

ど

も

園

長 
 

橋 

爪 
 
 

保 

君 

 
 
 
 

土

木

課

係

長 
 

佐 

藤 

俊 

之 

君 
 
 
 
 

総

務

課

主

査 
 

清 

水 

聡 

之 

君 

 
 
 
 

総

務

課

主

任 
 

田 

中 

芙
由
美 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

事
務
局
職
員
出
席
者 

 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
 

萩 

原 

健 

司 
 
 
 
 
 
 

議

会

書

記 
 

新 

田 

美 

幸 
   



－6－ 

開 
 

会 
 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
開
会
及
び
開
議
の
宣
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
定
刻
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
令
和
五
年
第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
開
会

い
た
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
直
ち
に
本
日

の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
事
日
程
の
報
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

本
日
の
議
事
日
程
は
、
お
手
元
に
配
付
の
日
程
表
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
会
議
録
署
名
議
員
指
名 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
会
議
録
署
名
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

四
番
、
市
川
祥
史
議
員
、
七
番
、
金
丸
勝
利
議
員
の
両
名
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
会
期
決
定 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

会
期
に
つ
き
ま
し
て
お
諮
り
し
ま
す
。
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
日
一
日
と
す
る
こ
と
に
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
会
期
に
つ
い
て
は
本
日
一
日
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 



－7－ 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
き
ま
し
て
、
議
案
の
上
程
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

総
務
課
長
。 

〔
総
務
課
長 

石
坂
恒
久
君 

登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
石
坂
恒
久
君
） 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
一
号
に
つ
い
て
、
朗
読
と
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
。 

 
 

令
和
五
年
度
草
津
町
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

第
一
条
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
千
五
百
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
十
六

億
七
千
百
二
万
二
千
円
と
す
る
。 

 
 

二
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
一
表
歳
入
歳
出

予
算
補
正
」
に
よ
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
の
「
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

表
の
中
の
款
名
、
補
正
額
の
順
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

第
十
九
款
繰
入
金
一
千
五
百
万
円
の
増
額
。 

 
 

下
段
二
ペ
ー
ジ
、
歳
出
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

四
款
衛
生
費
四
百
五
十
七
万
八
千
円
の
増
額
。 

 
 

八
款
土
木
費
一
千
四
十
七
万
六
千
円
の
増
額
。 
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十
款
教
育
費
十
七
万
七
千
円
の
増
額
。 

 
 

十
二
款
予
備
費
二
十
三
万
一
千
円
の
減
額
。 

 
 

以
上
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
一
千
五
百
万
円
を
増
額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
を
五
十
六
億
七
千
百
二
万
二
千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

説
明
に
つ
い
て
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
二
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
二
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

企
画
創
造
課
長
、
説
明
願
い
ま
す
。 

〔
企
画
創
造
課
長 

田
中 

浩
君 

登
壇
〕 

○
企
画
創
造
課
長
（
田
中 

浩
君
） 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
号
の
朗
読
と
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
案
第
二
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
。 

 
 

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
、
一
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

一
ペ
ー
ジ
に
は
、
今
回
議
決
を
求
め
る
対
象
の
公
の
施
設
と
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
団
体
等
の
記
載
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

さ
ら
に
お
め
く
り
い
た
だ
き
、
二
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

提
案
理
由
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

提
案
理
由
。 
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草
津
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
、
選
定
の
特
例
措
置
に
よ
っ
て
、

株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
案
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

特
例
の
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
は
、
近
隣
の
総
合
体
育
館
の
指
定
管
理
を
受
け
て
お
り
一
帯
的
に
管
理
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
経
費
削
減
や
事
業
の
効
率
化
等
が
見
込
め
る
こ
と
、
加
え
て
数
多
の
町
有
施
設
を
管
理
運
営
し
て
お
り
十
分
な
運
営
実
績
を
有
し

て
い
ま
す
。 

 
 

観
光
振
興
の
高
い
施
設
と
し
て
事
業
の
継
続
性
を
持
た
せ
る
た
め
、
草
津
町
の
施
策
に
沿
っ
た
管
理
運
営
が
必
要
で
あ
り
、
同
社
が
適
切
と
判

断
し
、
選
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

説
明
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
ご
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
三
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

企
画
創
造
課
長
、
お
願
い
し
ま
す
。 

〔
企
画
創
造
課
長 

田
中 
浩
君 

登
壇
〕 

○
企
画
創
造
課
長
（
田
中 

浩
君
） 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
三
号
の
朗
読
と
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
案
第
三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
。 

 
 

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
、
一
ペ
ー
ジ
に
は
、
今
回
議
決
を
求
め
る
対
象
の
公
の
施
設
と
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
団
体
等
が
記
載
し
て
あ
り

ま
す
。 
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さ
ら
に
一
枚
お
め
く
り
い
た
だ
き
、
二
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

提
案
理
由
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

提
案
理
由
。 

 
 

草
津
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
、
選
定
の
特
例
措
置
に
よ
っ
て
、

株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
案
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

特
例
理
由
と
し
て
は
、
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
は
、
近
隣
の
総
合
体
育
館
の
指
定
管
理
を
受
け
て
お
り
一
帯
的
に
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

経
費
削
減
や
事
業
の
効
率
化
等
が
見
込
め
る
こ
と
、
加
え
て
温
泉
門
駐
車
場
等
施
設
と
類
似
し
た
町
有
施
設
を
管
理
運
営
し
て
お
り
、
十
分
な
運

営
実
績
を
有
し
て
い
ま
す
。 

 
 

観
光
振
興
の
高
い
施
設
と
し
て
事
業
の
継
続
性
を
持
た
せ
る
た
め
、
草
津
町
の
施
策
に
沿
っ
た
管
理
運
営
が
必
要
で
あ
り
、
同
社
が
適
切
で
あ

る
と
判
断
し
、
選
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

説
明
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
ご
審
議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
四
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
四
号 
工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

土
木
課
長
、
説
明
願
い
ま
す
。 

〔
土
木
課
長 

川
島
和
武
君 

登
壇
〕 

○
土
木
課
長
（
川
島
和
武
君
） 

議
案
第
四
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
十
日
議
決
、
同
日
締
結
の
草
津
町
本
町
入
口
交
差
点
（
仮
称
）
の
町
道
整
備
に
関
す
る
令
和
四
年
度
工
事
に
係
る
協
定
事
項
の

一
部
を
、
次
の
と
お
り
変
更
し
締
結
し
た
い
の
で
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。 
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令
和
五
年
十
月
十
八
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
す
と
、
一
ペ
ー
ジ
に
変
更
内
容
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

 
 

一
、
協
定
の
対
象
は
変
更
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 
 

二
、
協
定
金
額
で
す
が
、
変
更
前
が
一
億
四
千
二
百
六
十
万
五
千
円
、
変
更
後
が
一
億
五
千
三
百
九
十
九
万
三
千
円
。 

 
 

三
、
協
定
の
相
手
方
は
変
更
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 
 

四
、
協
定
の
方
法
は
、
随
意
契
約
に
変
更
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
内
容
変
更
に
伴
う
協
定
の
変
更
と
な
り
ま
す
。 

 
 

以
上
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
五
号
の
上
程
、
説
明 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
五
号 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て
説
明
を
願
い
ま
す
。 

 
 

続
き
ま
し
て
、
土
木
課
長
、
説
明
願
い
ま
す
。 

〔
土
木
課
長 

川
島
和
武
君 

登
壇
〕 

○
土
木
課
長
（
川
島
和
武
君
） 

議
案
第
五
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て
。 

 
 

町
道
の
路
線
変
更
を
し
た
い
の
で
、
道
路
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
議
決
を
求
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日
提
出
、
草
津
町
長
、
黒
岩
信
忠
。 

 
 

お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
す
と
一
ペ
ー
ジ
に
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
路
線
名
と
提
案
理
由
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

 
 

整
理
番
号
一
〇
九
六
、
路
線
名
、
南
本
町
四
号
線
。
旧
起
点
の
所
在
は
草
津
町
大
字
草
津
字
大
石
原
一
八
―
三
八
、
旧
終
点
の
所
在
は
草
津
町

大
字
草
津
字
旧
社
地
七
―
一
で
、
路
線
延
長
は
七
十
・
二
メ
ー
ト
ル
。
新
起
点
の
所
在
は
草
津
町
大
字
草
津
字
入
口
一
八
―
一
二
、
新
終
点
の
所

在
は
、
旧
終
点
と
同
じ
字
旧
社
地
七
―
一
で
、
路
線
延
長
は
九
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
起
点
と
路
線
延
長
が
変
更
と
な
る
も
の
で
す
。 
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提
案
理
由
で
す
が
、
町
道
草
津
温
泉
門
の
整
備
完
了
に
伴
い
、
路
線
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

さ
ら
に
お
め
く
り
い
た
だ
き
ま
す
と
二
ペ
ー
ジ
に
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
路
線
の
位
置
図
を
添
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

以
上
で
、
議
案
に
か
か
る
説
明
を
終
了
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
～
議
案
第
五
号
の
委
員
会
付
託 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 
お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
五
号
ま
で
、
お
手
元
に
配
付
の
別
紙
付
託
案
の
と
お
り
担
当
委
員
会
へ
付

託
す
る
こ
と
に
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
宣
告
の
と
お
り
付
託
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

暫
時
休
憩
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

な
お
、
第
一
委
員
会
室
で
総
務
観
光
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
終
了
後
、
民
教
土
木
常
任
委
員
会
を
開
催
し
て
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 

休 
 

憩 
 

午
前
十
時
十
分 

 

再 
 

開 
 

午
前
十
一
時
四
十
四
分 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

そ
れ
で
は
、
休
憩
前
に
引
き
続
き
再
開
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告 
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○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

付
託
議
案
に
か
か
る
委
員
長
報
告
を
願
い
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
総
務
観
光
常
任
委
員
長
、
委
員
長
報
告
願
い
ま
す
。 

〔
総
務
観
光
常
任
委
員
長 

黒
岩 

卓
君 

登
壇
〕 

○
総
務
観
光
常
任
委
員
長
（
黒
岩 

卓
君
） 

そ
れ
で
は
、
総
務
観
光
常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

令
和
五
年
第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
第
一
委
員
会
室
に
お
い
て

慎
重
審
議
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
（
担
当
項
目
）
。 

 
 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
の
う
ち
、
当
委
員
会
の
担
当
項
目
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
に
お
い
て
、
十
九
款
繰
入

金
と
し
て
、
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
か
ら
一
千
五
百
万
円
を
繰
入
れ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

次
に
歳
出
に
お
い
て
、
担
当
項
目
の
総
額
で
、
四
百
八
十
七
万
円
を
増
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

主
な
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
、
八
款
土
木
費
、
都
市
計
画
費
に
お
い
て
、
湯
畑
の
木
製
階
段
の
照
明
交
換
工
事
で
二
百
三
万
五
千
円
の
増
額
、

供
用
開
始
と
な
る
温
泉
門
ト
イ
レ
の
光
熱
水
費
で
九
十
二
万
一
千
円
の
増
額
、
温
泉
門
広
場
と
駐
車
場
施
設
等
の
指
定
管
理
料
と
し
て
二
百
十
四

万
五
千
円
の
増
額
。
十
二
款
予
備
費
に
お
い
て
、
財
源
調
整
額
と
し
て
二
十
三
万
一
千
円
の
減
額
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
湯
畑
の
テ
ー
プ
ラ
イ
ト
の
交
換
頻
度
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
、
当
局
か
ら
は
、
修
理
の
交
換
状
況
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

議
案
第
二
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
。 

 
 

本
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
温
泉
門
広
場
等
施
設
に
お
い
て
、
公
募
の
特
例
措
置
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
を
指
定
管

理
者
に
指
定
す
る
こ
と
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

当
局
か
ら
の
説
明
で
は
、
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
は
、
既
に
近
隣
施
設
の
総
合
体
育
館
の
指
定
管
理
を
受
け
て
お
り
、
一
帯
的
な
管
理
が
可
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能
で
あ
り
、
か
つ
、
経
費
削
減
や
事
業
の
効
率
化
等
が
見
込
ま
れ
、
十
分
な
運
営
実
績
も
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
観
光
振
興
の
高
い
施
設

と
し
て
事
業
の
継
続
性
と
、
町
の
施
策
に
沿
っ
た
管
理
運
営
が
適
切
に
行
え
る
も
の
と
判
断
し
、
選
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
温
泉
門
広
場
等
施
設
と
温
泉
門
駐
車
場
等
施
設
の
区
分
け
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
指
定
管
理
の
区
分
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

ま
た
、
ポ
ン
プ
室
の
管
理
に
お
け
る
温
泉
課
職
員
の
負
担
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
ポ
ン
プ
施
設
に
つ
い
て
は
、
湯
温
等
の
調
整
作
業
は
公
社

に
委
託
す
る
が
、
そ
の
他
の
管
理
に
つ
い
て
は
町
の
直
営
と
な
る
旨
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
温
泉
課
の
職
員
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
想

定
さ
れ
な
い
と
の
説
明
が
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

議
案
第
三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
。 

 
 

本
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
温
泉
門
駐
車
場
等
施
設
に
お
い
て
、
公
募
の
特
例
措
置
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
を
指
定

管
理
者
に
指
定
す
る
こ
と
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

選
定
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
先
ほ
ど
の
議
案
第
二
号
と
同
様
に
、
株
式
会
社
草
津
観
光
公
社
は
、
既
に
ほ
か
の
駐
車
場
施
設
の
管
理
を
受

け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
十
分
な
運
営
実
績
を
有
し
て
お
り
、
観
光
振
興
の
高
い
施
設
と
し
て
事
業
の
継
続
性
と
、
町
の
施
策
に
沿
っ
た
管
理

運
営
が
適
切
に
行
え
る
も
の
と
判
断
し
、
選
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
温
泉
門
駐
車
場
の
奥
に
予
定
し
て
い
る
大
型
駐
車
場
の
整
備
時
期
に
つ
い
て
質
問
が
さ
れ
、
当
局
か
ら
は
、
温
泉
門
駐
車
場
の

状
況
を
検
証
し
な
が
ら
随
時
進
め
て
い
く
旨
の
回
答
が
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

ま
た
、
駐
車
場
の
混
雑
状
況
や
防
犯
に
係
る
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
の
設
置
の
意
向
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
、
当
局
か
ら
は
、
既
に
カ
メ
ラ
の
設
置

に
向
け
作
業
を
進
め
て
い
る
旨
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

以
上
、
付
託
議
案
に
係
る
総
務
観
光
常
任
委
員
会
の
委
員
長
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 
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以
上
で
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
民
教
土
木
常
任
委
員
長
、
委
員
長
報
告
願
い
ま
す
。 

〔
民
教
土
木
常
任
委
員
長 

上
坂
国
由
君 

登
壇
〕 

○
民
教
土
木
常
任
委
員
長
（
上
坂
国
由
君
） 

続
き
ま
し
て
、
令
和
五
年
第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
民
教
土
木
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
先
ほ
ど
第
一
委
員
会
室
に
お
い
て
慎
重
審
議
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
ご
報
告
い
た
し
ま

す
。 

 
 

議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
に
つ
き
ま
し
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
に
お
い
て
、
当
委
員
会
の
担
当
項
目
に
つ
い
て
は
、
歳
出
に
お
い
て
一
千
十
三
万
円
を

追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

主
な
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
一
款
衛
生
費
で
は
、
予
防
費
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
購
入
費
用
と
い
た
し
ま

し
て
百
七
万
八
千
円
の
増
額
、
清
掃
総
務
費
の
修
繕
料
に
お
い
て
、
ご
み
ク
レ
ー
ン
緊
急
整
備
工
事
費
と
し
て
三
百
五
十
万
円
の
増
額
。 

 
 

八
款
土
木
費
で
は
、
土
木
総
務
費
に
お
い
て
、
空
き
家
除
去
補
助
金
と
い
た
し
ま
し
て
二
百
万
円
の
増
額
、
道
路
橋
梁
維
持
費
に
お
い
て
、
湯

川
マ
ン
ホ
ー
ル
の
交
換
工
事
及
び
町
道
の
修
繕
費
と
い
た
し
ま
し
て
百
三
十
万
円
の
増
額
、
立
体
交
差
機
械
室
供
用
開
始
後
の
電
気
料
と
い
た
し

ま
し
て
二
百
万
円
の
増
額
、
温
泉
門
駐
車
場
の
供
用
開
始
後
の
外
灯
電
気
料
と
い
た
し
ま
し
て
七
万
五
千
円
の
増
額
。 

 
 

十
款
教
育
費
で
は
、
保
健
体
育
総
務
費
と
い
た
し
ま
し
て
、
全
国
ス
ポ
ー
ツ
推
進
員
研
究
協
議
会
に
お
け
る
町
表
彰
者
及
び
随
行
者
の
旅
費
と

い
た
し
ま
し
て
十
七
万
七
千
円
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
段
ボ
ー
ル
類
の
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
建
設
の
確
認
や
、
老
朽
化
に
係
る
施
設
整
備
等
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。
当
局
か
ら
は
、
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
実
施
設
計
を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
継
続
し
て
い
く
旨
の
説
明
が
な
さ

れ
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 
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議
案
第
四
号 

工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

本
議
案
は
、
草
津
町
本
町
入
口
交
差
点
（
仮
称
）
で
す
が
、
町
道
整
備
に
関
す
る
令
和
四
年
度
工
事
に
係
る
協
定
に
お
い
て
、
工
事
内
容
の
変

更
に
伴
う
協
定
事
項
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

協
定
変
更
の
概
要
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
歩
行
者
用
の
カ
ル
バ
ー
ト
及
び
工
損
調
査
の
増
工
、
交
通
誘
導
員
の
増
員
変
更
に
よ
り
、
当
初
の
協

定
額
に
一
千
百
三
十
八
万
八
千
円
を
増
額
し
、
変
更
協
定
額
を
一
億
五
千
三
百
九
十
九
万
三
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
変
更
内
容
の
う
ち
工
損
調
査
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
万
が
一
近
隣
住
宅
に
損
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、

補
償
に
当
た
っ
て
建
物
の
工
事
前
後
の
状
態
を
比
較
す
る
た
め
の
調
査
費
用
で
あ
る
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

最
後
に
、
議
案
第
五
号 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

本
議
案
は
、
こ
れ
ま
で
町
道
上
新
田
泉
水
線
に
隣
接
し
て
い
た
、
町
道
南
本
町
四
号
線
の
起
点
を
、
町
道
草
津
温
泉
門
の
整
備
の
完
了
に
伴
っ

て
移
設
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
町
道
の
起
点
位
置
の
変
更
と
、
そ
れ
に
伴
う
路
線
延
長
の
延
伸
に
係
る
路
線
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。 

 
 

委
員
か
ら
は
、
当
該
町
道
に
設
置
さ
れ
て
い
る
階
段
の
凍
結
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
融
雪
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
旨
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

以
上
、
付
託
議
案
に
係
る
民
教
土
木
常
任
委
員
会
の
委
員
長
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
が
開
か
れ
、
そ
の
結
果
報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
一
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 
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質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 〔

発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
一
号 

令
和
五
年
度
草
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
次
）
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に

賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
一
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
二
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
二
号 
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
二
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 
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○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
三
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 〔

発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

質
疑
な
け
れ
ば
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
三
号 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
四
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
四
号 

工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 〔

発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 
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〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
四
号 

工
事
請
負
契
約
に
係
る
協
定
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は

挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
四
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
議
案
第
五
号
の
質
疑
、
討
論
、
採
決 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

続
い
て
、
議
案
第
五
号 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
 

質
疑
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
発
言
す
る
者
な
し
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

な
け
れ
ば
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
を
省
略
し
て
採
決
し
た
い
が
、
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
五
号 

町
道
の
路
線
変
更
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
挙
手
を
願
い
ま
す
。 

〔
挙
手
全
員
〕 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

挙
手
全
員
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
議
案
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

大
変
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

◎
閉
議
及
び
閉
会
の
宣
告 

○
議
長
（
宮
﨑
謹
一
君
） 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

以
上
で
、
令
和
五
年
第
六
回
草
津
町
議
会
臨
時
会
を
閉
会
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

大
変
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 

閉 
 

会 
 

午
前
十
一
時
五
十
七
分 
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署 
 
 
 
 
 
 

名 

 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

令
和
五
年 

 

月 
 

日 

  
 
 
 
 

議 
 
 
 

長 
 
 
 
 
 
 

宮 
 
 

﨑 
 
 

謹 
 
 

一 

  
 
 
 
 

署

名

議

員 
 
 
 
 
 
 

市 
 
 

川 
 
 

祥 
 
 

史 

  
 
 
 
 

署

名

議

員 
 
 
 
 
 
 

金 
 
 

丸 
 
 

勝 
 
 

利 

 


